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社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
相

当
程
度
の
所
得
や
資
産
が
あ
り

な
が
ら
、
長
期
に
わ
た
っ
て
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
応
じ

な
い
方
を
対
象
に
財
産
の
差
押

え
等
を
視
野
に
入
れ
た
強
制
的

な
処
分
（
強
制
徴
収
と
い
い
ま

す
。）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
成
16
年
度
に
は
、
県
内
の

300
人
の
方
を
対
象
に
最
終
催
告

状
（
強
制
徴
収
を
行
う
に
あ
た

り
自
主
納
付
を
促
す
最
終
通

知
）
を
送
付
し
、
そ
れ
で
も
納

付
に
応
じ
な
か
っ
た
49
人
に
対

し
て
督
促
状
（
強
制
徴
収
の
開

始
通
知
）
を
送
付
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
17
年
の
４
月
と

７
月
に
は
、
財
産
（
預
金
）
の

差
押
え
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
17
年
度
は
、
県

内
の
１
５
５
１
人
の
方
に
最
終

催
告
状
を
送
付
し
、
平
成
18
年

１
月
20
日
現
在
で
195
人
の
方
に

督
促
状
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
保
険
料
の
納
付
に
応
じ

な
い
方
に
は
督
促
状
を
送
付

し
、
財
産
の
差
押
え
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は
き
ち
ん

と
納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場

合
等
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

現
在
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
老
齢
ま

た
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る

厚
生
年
金
給
付
と
の
併
給
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
平
成
18
年
４
月

か
ら
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
り

併
給
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、
障
害
を
持
ち

な
が
ら
働
い
た
こ
と
が
年
金
上

評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。併

給
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ

り
年
金
額
が
高
く
な
る
方
に

は
、
平
成
18
年
５
月
中
旬
に

「
お
知
ら
せ
」
と
「
年
金
受
給

選
択
申
出
書
」
が
社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー
か
ら
送
付
さ
れ
る

予
定
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
滋
賀

社
会
保
険
事
務
局
　
彦
根
事

務
所
国
民
年
金
業
務
課（
1
０

７
４
９
│
２
３
│
１
１
１
４
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、「
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
０
５
７
０.

07

１
１
６
５
）」
ま
た
は
、
滋
賀

社
会
保
険
事
務
局
彦
根
事
務

所
年
金
給
付
課
（
1
０
７
４

９
│
２
３
│
１
１
１
６
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
保
険
年
金
課
保
険
医
療
係
（
1.

65
６
５
１
２
）

浅
井
支
所
市
民
生
活
課
　
（
1.

74
４
３
５
３
）

び
わ
支
所
市
民
生
活
課
　
（
1.

72
５
２
５
３
）

保
険
料
の
納
付
が
な
い
場

合
は
財
産
を
差
し
押
さ
え

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
！

「
障
害
基
礎
年
金
」
と

「
老
齢
厚
生
年
金
・
遺
族

厚
生
年
金
」
が
併
給
で
き

ま
す
！

（
平
成
18
年
４
月
実
施
）

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

４
月
か
ら
は
、
新
し
い
国
保
保
険
証
で
受
診
を

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は
３
月
31
日
ま

で
で
す
。
４
月
１
日
以
降
に
使
用
す
る
新
し
い
保
険
証
（
一
般
被

保
険
者
証
は
桃
色
、
退
職
被
保
険
者
証
は
水
色
）
は
、
３
月
中
旬

に
『
配
達
記
録
郵
便
』
で
各
家
庭
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
新
し
い

保
険
証
が
届
い
た
ら
、
各
欄
の
記
載
事
項
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
４
月
に
な
っ
た
ら
、
各
自
で
確
実
に
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
基
準
以
上
に
保
険
料
が
未
納
の
場
合
に
は
、
通
常
の
保

険
証
に
替
え
て
、『
短
期
被
保
険
者
証
』
ま
た
は
、『
資
格
証
明
書
』

を
交
付
し
ま
す
。

な
お
、
旧
浅
井
町
・
旧
び
わ
町
の
方
に
ご
使
用
い
た
だ
い
て
い

る
福
祉
医
療
受
給
券
、
老
人
保
健
医
療
受
給
者
証
は
３
月
下
旬
に

送
付
し
ま
す
。

14
日
以
内
に
届
け
出
を

○
会
社
に
勤
め
た
と
き

国
保
保
険
証
・
他
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
年
金
手
帳

を
お
持
ち
い
た
だ
き
国
保
の
喪
失
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
会
社
を
辞
め
た
と
き
・
扶
養
家
族
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

健
康
保
険
を
や
め
た
証
明
書
・
年
金
手
帳
・
（
す
で
に
国
保

保
険
証
を
お
持
ち
の
世
帯
の
方
は
国
保
保
険
証
）
を
お
持
ち
い

た
だ
き
国
保
の
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
制
度
が
平
成
12
年
に
ス
タ

ー
ト
し
て
、
６
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
新
聞
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

は
、
介
護
保
険
に
よ
る
家
族
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
た
こ
と
や
、
サ
ー
ビ
ス
や
事

業
者
を
選
び
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
評

価
も
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
６
年
間
で
介
護
認
定
を
受
け
た

人
は
、
平
成
12
年
４
月
に
全
国
で
218
万

人
で
し
た
が
、
現
在
は
400
万
人
を
超
え

て
い
ま
す
。
ま
た
当
初
150
万
人
程
度
で

あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
も
、
現
在
は

倍
以
上
に
増
え
、
そ
の
結
果
、
平
成
12

年
に
3.6
兆
円
で
あ
っ
た
総
費
用
は
平
成

17
年
度
予
算
で
6.8
兆
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
２
０
１
５
年
に
は
第
１

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
65
歳
以
上
に

な
る
こ
と
か
ら
、
介
護
保
険
の
利
用
者

が
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、

国
の
試
算
で
は
、
各
市
町
が
決
定
す
る

保
険
料
は
増
額

す
る
と
見
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

（
図
１
）

長
浜
市
に
お

い
て
は
、
介
護

認
定
を
受
け
ら

れ
た
方
は
平
成

12
年
に
比
べ
平

成
17
年
で
は
1.8

倍
に
な
り
、
要

支
援
・
要
介
護

１
の
軽
度
に
認

定
さ
れ
た
方
が
、

平
成
12
年
10
月

は
５
８
１
人
で

し
た
が
、
平
成
17
年
10
月
に
は
１，

３
２

５
人
と
ほ
ぼ
2.3
倍
と
い
う
大
き
な
伸
び
と

な
っ
て
い
ま
す
（
図
２
）。
ま
た
、
要
支

援
・
要
介
護
１
に
認
定
さ
れ
た
方
が
、
全

認
定
者
数
の
47
％
あ
ま
り
と
な
り
、
軽
度

の
方
に
対
す
る
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
創
設

が
急
務
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
制
度
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

軽
度
の
要
介
護
者
（
要
支
援
・
要
介
護

１
）
の
方
々
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
、

よ
り
本
人
の
自
立
支
援
に
つ
な
が
る
よ

う
に
改
善
す
る
予
防
重
視
型
の
サ
ー
ビ

ス
の
導
入
や
、
介
護
予
防
ケ
ア
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
体
制
の
整
備
を
柱
と
し
て
い

ま
す
。

そ
の
他
、
昨
年
10
月
に
は
、
老
人
介

護
保
険
３
施
設
な
ど
で
の
居
住
費
や
食

事
料
金
な
ど
の
給
付
見
直
し
も
先
行
し

て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
改
正
は
、
こ

れ
か
ら
も
持
続
可
能
な
制
度
の
確
保
と

高
齢
者
が
地
域
で
元
気
に
生
き
生
き
と
、

そ
の
人
ら
し
く
暮
ら
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
介
護
予
防
に
重
点
を
お
い
た
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に

伴
い
、
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
ど
の
く
ら
い

整
備
す
る
か
、
ま
た
保
険
料
は
い
く
ら

に
設
定
す
る
か
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ

「
介
護
保
険
事
業
計
画
お
よ
び
高
齢
者
保

健
福
祉
計
画
」（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
な
が

は
ま
21
）
の
策
定
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
変
更
や
保

険
料
の
改
正
な
ど
に
つ
い
て
は
、
次
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
文
中
の
平
成
12
年
と
17
年
の
認
定
者

数
・
人
口
の
数
値
は
、
旧
自
治
体
で

の
数
値
を
合
計
し
た
も
の
で
す
。
老

人
介
護
保
険
３
施
設
と
は
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
・
老
人
保
健
施
設
・

介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
言
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
長
浜
市
高
齢
者

介
護
福
祉
課
《
市
役
所
東
別
館
１
階
》

（
1.

65
７
７
８
９
）
へ
。

介
護
保
険
制
度
の
現
状

予
防
重
視
の
サ
ー
ビ
ス
へ

図１　65歳以上の保険料の見通し
各期平均１人当たりの月額（全国平均）

図２　要介護認定者数の推移
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